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■ご利用お申し込みについて

２．施設の受付期間

１．受付時間
・ 開館日の午前９時～午後９時まで

※原則、先着順で利用が決定いたしますが、市の行事日と重複した場合は
相談させていただく場合があります。

３．お申し込み～ご利用まで
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５．利用当日

・利用許可書を持参の上、窓口へ提示してください。

４．施設の利用時間帯

利用時間区分には搬入・搬出・準備

及び現状回復（後片付け）に要する

全ての時間が含まれています。

６．利用日の移動（変更）

・申請後の移動（変更）は１回のみ無料で受け付けます。ただし移動希望日が

空いている場合に限ります。 「利用変更申請書」の提出をしてください。

（窓口もしくはダウンロード）

・２回目はキャンセルと同じ扱いになりキャンセル料をお支払いいただきます。

利用施設 移動可能日 申込期限

大ホール 当該年度内(4月～翌年３月末日） １ヶ月前まで

舞台のみ

当該年度内(4月～翌年３月末日）で
６ヶ月以内

２日前まで

・会議室・展示室・

・ギャラリー

「であい館」

２日前まで

※利用時間が２区分以上（９時～１２時、１３時～１７時）の場合はそれぞれの

利用料を合計した金額とします。

※利用時間延長の８時～９時、２２時～２３時は施設利用料金表をご覧ください。

⇒ページ５、６参照
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７．利用日・取消しについて

８．利用権譲渡・目的以外の利用禁止
・利用者は利用の権利を第三者に譲渡及び転貸、また、目的（申請）

以外の利用はできません。

９．連続利用について

・引き続き５日を超えての利用はできません。

但し「ｷﾞｬﾗﾘｰであい館」の利用については水曜～月曜日までの６日間を

１単位として２単位まで利用できます。

・天災、その他利用者の責めに期すことができない理由による場合は全施設

利用料を全額還付いたします。

・還付を申し込まれる場合は「宇土市民会館利用料還付申請書」を窓口にて

事由等を記入し申請してください。

・後納の場合はキャンセル料を請求いたしますので、速やかなお支払いを

お願いいたします。
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１０．利用者の皆様へのお願い
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☆施設利用料

単位：円
（Ａ料金表）

※付属設備・器具利用料を除く会場利用料に限ります。
-5-



施設利用料

単位：円（Ｂ料金）

※付属設備・器具利用料を除く会場利用料に限ります。
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☆設備・器具利用料

・会議室付属設備利用料

・冷・暖房利用料

単位：円

単位：円

・持込み電気機材
単位：円※１５分単位で計算いたします
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☆舞台用（大ﾎｰﾙ）付属設備・器具及び利用料一覧

単位：円
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宇土市民会館概要図
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宇土市民会館概要図
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☆利用許可申請書

●大ﾎｰﾙ・会議室用 ＊印欄は記入必須です
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☆利用許可申請書

●ｷﾞｬﾗﾘｰ「であい館」用 ＊印欄は記入必須です
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☆利用許可書

必須：利用が許可された後、申請者（団体・個人）へお渡しします。
（手渡し Ｏｒ ＦＡＸで）
利用当日持参し事務所へ提示をお願いいたします（利用団体確認に必要）。
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☆団体概要書

注）当館を初めて利用される方、項目欄に記入の上提出してください。
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本町６丁目

☆宇土市民会館への地図と交通アクセス
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